
 

 
 

様式第七（第６条関係） 

 

確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

    

１．確認の求めを行った年月日 

 

令和３年４月２７日 

 

２．回答を行った年月日 

 

令和３年５月２７日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

   

照会者は、建設工事の請負契約の締結をクラウド上で電子的に行うサービスを提供する。 

 本サービスにおける手続きの流れは以下の通りである。 

（ⅰ）サービス利用事業者（以下「サービス利用者①」とする。）の（契約前段階）の手続き 

①「サービス利用者①」は「利用規約」を承諾し、本サービスに申し込み、本サービスの利用

を開始する。 

②「サービス利用者①」の中から本サービスの担当者を管理者として設定し、管理者は「サー

ビス利用者①」の社内での利用者を本サービスの利用者として、本サービスに利用者のユー

ザ情報を事前登録する。なお、ユーザ情報とは、メールアドレス、ユーザ名、部署名、役職

名等の項目が準備される。 

③管理者は、本サービスの管理者用画面より利用者に対し、管理者が「password設定依頼メー

ル」を送付する。なお、「password設定依頼メール」には、アクセス用ＵＲＬのリンクが記

載される。 

④利用者は「password設定依頼メール」に掲載のアクセス用ＵＲＬをクリックし、本サービス

のpassword設定画面にアクセスし、利用者自身でpasswordを設定する。 

⑤passwordを設定した時点で本サービスのシステムにおいて、有効ユーザとしてユーザ登録が

完了する。 

（ⅱ）サービス利用者①から契約締結の依頼を受ける事業者（以下「サービス利用者②」）の

（契約前段階）の手続き 

特になし。 

（ⅲ）本サービス利用時（契約締結時）の手続き 

・「サービス利用者①」（契約締結依頼送信者） 

①本サービスに、「ID（メールアドレス）/password認証」にてログインする。 

②本サービスに、契約ファイルを登録する。 

③本サービスにて、契約ファイルに電子印鑑を捺印し、本サービスに設定してある「承認」ボ

タンをクリックする。 

④回覧設定画面にて、回覧先を登録する。回覧先は、「サービス利用者②」において指定され

た方になる。「サービス利用者②」において指定された方の電子メールアドレスを回覧先と

して入力し、「申請する」ボタンを押す。 

⑤本サービスのシステムを通して「サービス利用者②」に、本サービスにて契約ファイルへの

電子印鑑の捺印と承認を依頼するメールが送信される。 

・「サービス利用者②」（契約締結依頼受信者） 

①「サービス利用者①」から、本サービスのシステムを通して本サービスにて契約ファイルの

電子印鑑の捺印と承認を依頼するメールを受信する。 



 

 
 

②メール本文内に貼付されている、アクセス先URLが組み込まれている「回覧文書をみる」ボタ

ンをクリックする。 

③契約ファイルの掲載された画面がブラウザにて立ち上がる。 

④「サービス利用者②」において、電子印鑑の捺印と承認を行う。 

⑤「承認ボタン」を押す。 

⑥「サービス利用者①」と「サービス利用者②」が双方とも、電子印鑑を捺印し承認した契約

ファイルが完成する。 

 

また本サービスでは以下のような措置が講じられる。 

①承認した契約ファイルは必要に応じ、PDFファイルや紙に出力することができ、明瞭かつ整然

とした形で閲覧することが可能である。 

②登録ファイルに電子署名やタイムスタンプを付与することによって改竄防止措置が講じられ

ており、署名後にファイル編集が行われた場合でも改変の有無や改変箇所を明示的に示すこ

とが可能である。 

③利用者のユーザ認証として、ID/passwordに合わせて「QRコード認証」または「パスコード認

証」を追加して利用することができ、認証方法は計3パターンが用意される。いずれのパター

ンにおいても複数回本人性の確認を行っており、これにより本人性の確保をより高めて利用

することが可能である。 

 

４．確認の求めの内容 

 

照会者の提供する電子契約サービスが、建設業法施行規則（昭和二十四年建設省令第十四

号）第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たしているか確認したい。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

 

照会者が提供するサービスにおいては、①建設工事請負契約書をＰＤＦファイルとして閲覧、

印刷を行うことが可能であると考えられること、②公開鍵暗号方式による電子署名又はタイム

スタンプの付与の手続が行われることで、当該ＰＤＦファイルが改ざんされていないことを証

明することが可能であること、③契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式

による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると

考えられることから、建設業法施行規則第十三条の四第二項に規定する技術的基準を満たすも

のと解される。 

 


